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令和５年４月１日道路交通法改正

 

自転車乗車時のヘルメット着用努力義務化
道路交通法第６３条の１１第１項

「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう
努めなければならない。」
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１ はじめに



みやざきの子どもの命を守るヘルメット着用推進プロジェクト
～全ての生徒が自主的にヘルメットを着用することを目指して～

県内の高校生が、通学時に自主的に自転車乗車時にヘルメットを
着用するための取組を進めていく。
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２ 宮崎県教育委員会の取組の方向性

自転車ヘルメット着用の努力義務化を受け・・・

なぜ、「自主的」なのか・・・
・高校生の自転車ヘルメット着用の取組を社会全体に広めていきたい！
・普段の生活や高校卒業後も自転車ヘルメットをかぶることを意識付けたい！



３ みやざきの子どもの命を守るヘルメット着用推進プロジェクトについて

⑴ 目的
全ての生徒が自主的に自転車乗車時にヘルメットを着用する。
（※基本的には高校生の通学時）

⑵ プロジェクトの実施期間
３年間（令和５年度～令和７年度）

⑶ プロジェクトの年度目標
① 令和５年度
（１年目：着用周知期間・・・ヘルメット着用に向けた基盤づくり）

② 令和６年度
（２年目：着用準備期間・・・ヘルメット着用に向けた機会づくり）

③ 令和７年度
（３年目：着用実施期間・・・ヘルメット着用に向けた環境づくり）
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⑷ プロジェクトの概要

「県教委」「学校」が3年間をかけて取り組んでいくことを整理し
た。
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４ みやざきの子どもの命を守るヘルメット着用推進プロジェクトの
具体的な取組

⑴ 令和５年度
「1年目：着用周知期間 ヘルメット着用に向けた基盤づくり」

① 道路交通法改正を周知する通知文発出
② 自転車ヘルメット着用状況の調査（９月実施）
③ 交通死亡事故遺族者講演会の実施（県立学校長対象）
④ 各学校の代表生徒による生徒会交流会の実施
⑤ 自転車ヘルメット着用推進リーダー校の指定

自転車ヘルメットを着用するための
「意識付けを目的とした取組」が中心！
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⑤ 自転車ヘルメット着用推進リーダー校の指定

リーダー校の取組を県内の県立学校に広げていくことを目的として、
県立学校４校を「自転車ヘルメット着用推進リーダー校」として指定した。

〔推進リーダー校〕
日向高校
高鍋高校
宮崎北高校
宮崎工業高校

〔指定証交付式の様子 令和６年１月３１日〕

主な取組
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着用推進リーダー校「宮崎工業高校」の生徒作成の啓発ポスター
各学校に配付するとともに、様々な啓発の場で活用している。



⑵ 令和６年度
「2年目：着用準備期間 ヘルメット着用に向けた機会づくり」

 ① PTA連合会への協力依頼
② 自転車ヘルメット着用推進リーダー校意見交換会の実施（７月）
③ 各学校の代表生徒による生徒会交流会の実施
④ 宮崎県高校生自転車ヘルメット着用推進意見交換会（１０月）
⑤ 冬の交通安全県民総ぐるみ運動（１２月）
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４ みやざきの子どもの命を守るヘルメット着用推進プロジェクトの
具体的な取組

自転車ヘルメットを着用するための
「具体的な働きかけを目的とした取組」が中心！



② 自転車ヘルメット着用推進リーダー校意見交換会の実施（７月）

リーダー校の代表生徒が一堂に会し、各学校の取組について意見交換を行っ
たり、今後、取組を県内の高校に広げていくための方策などを話し合った。
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リーダー校の意見交換の中から・・・
「周りの人がかぶっていないから、かぶることを躊躇するのでは・・・」
「県内の学校が同じ時期にヘルメットを着用するようにしてみては・・・」
「警察署と連携した取組を進めてみては・・・」

主な取組



④ 宮崎県高校生自転車ヘルメット着用推進意見交換会（１０月）
県内の高校生の代表者がオンラインで集い、自転車ヘルメット
着用の現状や今後の取組について話し合いを行った。

〔リーダー校からの提案〕
12月に実施される冬の交通安全県民総ぐるみ運動期間中に、「自転車
ヘルメット着用期間」として、各学校で取組を進めていってはどうか。

⑤ 冬の交通安全県民総ぐるみ運動（１２月）
各学校にて、「自転車ヘルメット着用期間」として、
生徒会による啓発活動、警察署と連携した登校時の
呼びかけ等を行った。

主な取組
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主な取組

⑴ 着用推進リーダー校の取組
① 高鍋高校「交通安全啓発グッズの作成」
② 宮崎北高校「校則化による成果と課題」
③ 日向高校「生徒会主体の取組」

⑵ 着用推進リーダー校以外の取組
○ 日南高校、日南振徳高校、福島高校、日南学園高校
周辺の高校が自治体と連携し、自転車ヘルメット

着用推進を呼びかける動画を作成した。



⑶ 令和７年度
「3年目：着用実施期間 ヘルメット着用に向けた環境づくり」

①第１回宮崎県高校生交通安全サミット（６月）
②交通安全教育推進委員会の実施（５月、１０月、１月）
③着用Ｗｅｅｋの設定と標語の募集
④県公安委員会と県教育委員会との意見交換会（８月）
⑤PTA連合会への協力依頼
⑥冬の交通安全県民総ぐるみ運動（１２月）
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４ みやざきの子どもの命を守るヘルメット着用推進プロジェクトの
具体的な取組

自転車ヘルメット着用を
「広げていくための取組」が中心！
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主な取組

② 交通安全教育推進委員会の実施（５月、１０月、１月）

① 第１回宮崎県高校生交通安全サミット（６月：オンライン）

○ 令和６年度に実施した「宮崎県高校生自転車ヘルメット着用推進意見交換会」
以降の各学校の取組や課題についての意見交換
○ ７月に自転車ヘルメット着用Weekを設定すること、自転車ヘルメット着用の標語
を募集し、着用の機運をさらに高めていくこと等についての話し合い。

○ 参加者：自転車ヘルメット着用推進リーダー校の担当教員
県警本部交通部交通企画課
知事部局の交通安全担当者

○ 目的：プロジェクト３年目にあたり、着用推進の取組の成果や課題、プロジェクト
終了後の方向性等の検討



宮崎県教育庁 人権同和教育・生徒指導課

１ 教育長賞
  「ヘルメット つければ怪我も 減るメット 助かる命が 増えるメリット」

 日向高等学校 ３年

２ 優秀賞
「ヘルメット 君の未来を 守る為」  宮崎西高等学校 ３年

「安全と 笑顔を守る ヘルメット」   櫻美学園高等学校 ３年

「ヘルメットです 皆さんの安全守らせてください」  日向高等学校 ３年

「気を抜くな 顎紐までが ヘルメット」  日向高等学校 ３年

「命のために 子供も大人も ヘルメット」      日向高等学校 ３年  

「どっちがいい？ 今日のおしゃれと明日の命」   延岡工業高等学校 １年

「ヘルメットを着用するあなたは素敵です」   高鍋農業高等学校 １年

主な取組

③着用Ｗｅｅｋの設定と標語の募集



５ 自転車ヘルメットの着用状況の変化

自転車通学をおこなっている生徒のうち、
「自転車通学時にヘルメットを着用している」と回答した割合

令和５年 ９月 ４．８％

令和６年１０月 １８．７％
令和７年 ２月 ２６．６%

令和７年１２月 ４５．６％
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調査対象５０校のうち・・・
着用率が８割を超える学校は１５校

調査対象５０校のうち・・・
着用率が８割を超える学校は９校

調査対象５０校のうち・・・
着用率が８割を超える学校は０校



６ 自転車ヘルメットの着用率の分析

⑴ 学校内外での着用推進の取組
   ① 生徒主体の取組が行われている
   ② 学校主体の働きかけが行われている
   ③ 警察等と連携した取組が行われている

⑵ 校則化や許可条件化
着用率が大きく伸びている学校は、校則化や許可条件化を
積極的に進めている傾向がある。
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自転車ヘルメット着用が進んでいる学校の特徴

着用率が８割を超える学校は、
ほぼ全て、校則化や許可条件化を進めている。
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７ 自転車ヘルメット着用の今後の方向性について

⑴ プロジェクトの成果
① 取組当初、「ほとんど着用していなかった状況（着用率４．８％）」が、
３年間で、「２人に１人程度着用（着用率４５．６％）」まで向上した。
② 自転車ヘルメットの「自主的な着用」を目的として、各学校で様々な
取組が進められた。
③ 県教委、学校、県警本部交通部交通企画課、知事部局（生活・協働・男
女共同参画課）が、自転車ヘルメット着用推進のための連携を図ること
ができた。

⑵ プロジェクトの課題
① ３カ年間の取組により、着用率は向上しているものの、未だ半数以上は
着用していない現状である。
② 「学校間の取組＝着用率」に大きな差が見られた。
③ 社会全体で自転車ヘルメット着用を進めていくための、関係機関の更
なる連携の必要性がある。
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７ 自転車ヘルメット着用の今後の方向性について

⑶ 宮崎県交通安全対策推進本部長（宮崎県知事）からの依頼
「自転車乗車時のヘルメット着用及び法令遵守の依頼について」
自転車ヘルメットを着用していくための実効性のある取組を依頼

⑷ 今後各学校に求めていくこと
① 自転車ヘルメット着用を自転車通学の許可条件に位置付けるとともに、
校則に定めること。

② 自転車ヘルメット着用の日常の取組の継続
「生徒主体の取組」「学校主体の働きかけ」「警察等と連携した取組」

第２回宮崎県高校生交通安全サミットの開催（３月）

３年間の取組の成果と課題や、今後の取組の共通理解を図る。
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